
～大町市体育施設の利用にあたり～
＜申し込み方法＞
　　①定期練習

・利用希望日の前月１日から施設の予約ができます。大町市各窓口(大町地区施設 : 総合体育館

　 美麻地区施設 : 美麻公民館・八坂地区施設 : 八坂公民館)、または、大町市公共施設予約シス

テムにより予約をしてください。（当日分限り、電話での予約可能） 

・総合体育館を除き、市民・市内通勤通学者の施設使用料は免除されますが、照明料は免除

されません。照明を使用する際は、総合体育館窓口で照明料をお支払いください。

・利用希望日の前月以前でも仮借用申請書で受け付けをします。

・参加者範囲、内容、目的により施設使用料、照明料の減免率が変わりますのでお問い合わ

　せください。

＜予約の制限＞
①利用希望日の前月１日から１０日まで

・優先開放団体 ※1 の優先箇所は、他の団体、個人の方の予約はできません。

・優先開放団体であっても、１０日までに確定作業をしなければ、１１日以降優先権がな

　くなりますので、必ず予約システムで確定作業をしてください。

②利用希望日の前月１日から２０日まで

　・個人、１団体につき、週１回・1施設を２時間までのみ予約が可能。

③利用希望日の前月２１日以降

・各団体、個人の方は時間、施設数に関係なく無制限に予約ができます。

※1 優先開放団体とは？

 ・スポーツ開放団体※ 2  で、年２回の調整手続きにより優先施設を確保できた団体。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｟前期(3月):5月～10月分、後期(9月)：11月～4月分｠

※2： スポーツ開放団体とは？

　　　　　・市内在住、在勤者、在学１０人以上で構成された団体で登録されたもの。(半数以上が市内在住に限る)

＜学校施設の利用＞
①スポーツ開放団体の登録が必須

・スポーツ開放団体のみ利用できます。個人での利用はできません。

②社会体育開放時間(利用可能時間])

・各学校により異なります。利用希望時間が学校管理時間帯の場合は、希望する学校で許可

　を得てから総合体育館へ申請をしてください。(学校で受け取った申請控をご持参ください)

＜キャンセルついて＞
①キャンセルの方法

・利用開始時間迄に各窓口へご連絡ください。連絡が無い場合は全て使用したものとみなします。

　※「公共施設予約システム」でのキャンセルは、使用日の前日以降・料金支払後は行えませんの

　　で、各窓口へご連絡ください。

・天候不良による取消については、使用料を還付します。また、事後キャンセルは一切受付でき

　　ませんのであらかじめご了承ください。

　裏面へ

①定期練習

②大会・練習試合・レクレーション等での利用

①利用希望日の前月１日から１０日まで

②利用希望日の前月１日から２０日まで

③利用希望日の前月２１日以降

①キャンセルの方法

①スポーツ開放団体の登録が必須

②社会体育開放時間(利用可能時間])



②料金還付の手続き方法

・還付金を金融機関へ振り込みますので、還付申請書の提出をしてください。　　　　　　　

③その他

・申請時間より30分を過ぎても使用されず他の方が利用を求めた場合、キャンセルとみな

します。遅れる場合は、総合体育館へ連絡をしてください。

・日曜・祝祭日は17時で閉館となりますので鍵の借り受けは16時45分までにお願いします。

～体育施設利用の注意事項～
（1）「来たときよりも美しく」

体育館はモップがけをし、モップのゴミは掃除機で吸い取りましょう。

グラウンドはレーキなどで整備をしましょう。

（2） 体育施設は「全面禁煙・原則飲食禁止」

健康増進法施行に伴い受動喫煙防止の為、体育施設内はもとより公共施設敷地内は全面禁煙

です。特に学校施設は、児童・生徒達が掃除をしていることをお忘れなく。

喫煙の影響が確認された場合は、団体特定や利用停止措置となる可能性があります。

飲食禁止（水分補給は可）ですので、飲食は、指定された場所で行ってください。

（3） 戸締り・消灯を忘れずに

体育館の戸締り・消灯、グラウンドの消灯は、責任をもって行いましょう。

部活動（社会体育活動を含む）、スポーツ少年団等、子どもの団体は、監督・保護者の方が

鍵の持ち出し、施錠、消灯を行うようにしてください。

（4）「車上荒らし」や「盗難」に注意
昼夜問わず車上荒らしの被害の可能性があります。車内には貴重品を置かないようにしましょ
う。
市では、責任を負いかねます。

（5）利用時間の厳守

利用時間を守り、時間内に清掃・消灯まで行いましょう。

（6）総合体育館の使用には、入館料が必要

総合体育館の大小アリーナ、トレーニングルームを使う場合は、入館料がかかりますので、

受付にてお支払後ご使用ください。(他施設と違い減免はございません)

（7）スポーツ安全保険の加入

この保険は、活動中はもちろん、活動場所への往復や賠償責任を負う事故を補償（ 備品の破損

を含む)するものなので加入することをお勧めします。( 加入依頼書は総合体育館にあります)

（8） 備品等破損した場合は必ず連絡を

施設備品（ 器具・ガラス等）を破損した場合は、その日のうちに総合体育館へ連絡をしてくだ

さい。また、施設に異常があった場合も早急にご連絡ください。

マナーを守り、利用者の皆さんが気持ちよく利用できるようにご協力ください。

上記の注意事項が守れなかった場合は、以後の利用を禁止する場合があります。

②料金還付の手続き方法

③その他


